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もとより農業金融は農家金融のみならず 自治体団体組合に対する金融をも包含するのであり，
後者によって農業上の社会資本なり生活施設なりが建設されるとともに私的農業資本すらも特に

土地改良農地造成の如きか〉る公法人を事業体として達成されるのである． したがって農家金融

をみる事は農業金融の半身 （必ずしも量的に半分というわけではない） をみるに過ぎないことに

なる． しかしながら， 直接的農業生産活動を行なうものは依然として農家であり， 農家こそは農

業生産の細胞なのである， そしてそのような細胞が如何に融資を受け如何に活力を増し如何に発

展するかは矢張重要課題たるを失わない． そこでここでは農業金融の社会的金融をさておき， 個

別的金融としての農家の受融資の実態をみることとする．

　

年次を３５年に例をとろう （第１９表），たゞその際留意すべきは表は農家の実際の現金借入額を示

してあるのであり， あくまでも農家自身が事業体として借り受けた分のみの数字である． したが

って財政資金の最大を占める農林漁公庫の 土地改良・共同利用費・その他の他事業体の借入資金

を含まざることは勿論である．
７のりさて， 表によってみるに， 農家平均の新規借入額をみれば２３．０

万円であるが， 制度資金によるものが８，５万円 （借入額の３７％）， 農協普通貸出し１０，３万円であり

後者が前者を上廻っている． 後者は言うまでもなく、利子補給なり損害補償なりの措置を賦与され

ざるものであり， 制度金融に比べて高利の可能性をもつし， 叉他によりよい条件があれば容易に

農業外へ逃避し得る性質のものである． 更に制度資金の８．５万円も実はその半額は農業手形であ

り， いわば運転資金である，

　

ところで農家のかかる新規借入金が農業支出において如何なる役割を占めるか． 第１９表によれ

－

　

９４

　

－
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ば３５年の新規借入額は同年の農業支出額の実に９２％ （階層平均）を占めているのであり， しかも

この比率は階層を大にするにつれて大になり，１０町以上では１２５％となっている． 勿論これらの

借入金は後でみる如く全て農業投資にふり向けられるわけではないにせよ， このような相対的多

額の外部資金を導入することマこより， 農業経営なり労働力の再生産なりが遂行されているわけで

あり， この点から農業融資の役割の重大性をみるのである． 然らば農家の借入金の幾何が農業に

投じられているか． 第２０表をみよう， 表によれば財政資金の農業投資の１６％は意外に少ないので

第１９表

　

農家新規借入資金

　

一北海道一（昭３５）

　　

（千円）

平

　

均
（３．６７町）

０～２町 ２～３ ３～５ ５～７ ７～１０１０町上以

（１） 財政資金による長期低利資金貸出

｛２） 農協制度資金貸出（内，農業手形）

倦） 農

　　

協

　　

普

　　

通

　　

貸

　　

出

姓） 銀

　

行

　

そ

　

の

　

他

　

貸

　

出

（５） 合

　　　　　　　　　　　　　　

計

　

１８

６７（４３）

１０３

　

４２

２３０

　

１７

１７（１５）

　

１‐６

９

　

５７

　

１９

８３（４９）

　

８１

　

５

１８７

　

１５

７１（４７）

１２２

　

３９

２４８

　

１７

９７（６５）

１２４

　

３５

２７４

　

２３

１０２（６６）

　

２３９

　

１４０

　

５０４

　　

６８

２５２（１５６）

　

３３１

　

１２２

　

７７３

（６） （１＋２）

（７｝

　

（１＋２）／（５）

８５

３７％

３１

５４％

１０１

５４％

８６

３４％

１１５

４２％

１２６

２５％

３２０

４１％

圏

　

農

　　　

業

　　　

支

　　　

出

　　　

額

（９） （５／８）

２５２

９２％

９５

６Ｏ％

２６６

７０％

３０６

８１‐％

３３２

８３％

５４２

９３％

６１６

１２５％

（注） １． その他には相互銀行， 庶民的公庫及び金庫， 頼母子講， 簡易生命保険， 特約会社及
び取引先個人よ

　　

りなる．
２， 資料は北海道統計協会「北海道農家経済調査報告書」 （昭３５）．

あるが， それが農家の手許到着の時期が農期終了後たるの多いことにもよろうし， ともかく財政

資金借入の４８％を占める貯蓄が， 翌年度の農業開始期に如何に分解するかによって農業投資はか

なり増加するものと思われる． が， ともかく年度内を限定してみれば， 制度資金（財政資金及農

協低利資金を合せて） の農業投入は６４％であり， 他は負債償還あるいは貯金となっている． しか

し非制度資金貸出をみれば， 農業資金， 農業外資金相半ばし， 借入金全体●としてみれば農業投資

　　　　　　　　　　　　　　　

第２０表

　

農家借入資金使途別構成比

　

－北海道一（昭３５）

　

（％）

長期低利
財政資金

農

　　

協
低利資金

小

　

計‐
農

　　

協
普通貸出 頼母子講

団体及個人
合

　

計

農

　

業

　

資

　

金

設

　

備

　

資

　

金

運

　

転

　

資

　

金

農

　

外

　

資

　

金

生

　

計

　

資

　

金

租税公課資金

貯

　　　　　

蓄

外

　

部

　

投

　

資

負

　

債

　

償

　

還

手

　

元

　

資

　

金

合

　　　　　

計

　

１６
（１００）

（９０）

（１０）

　

０

　

２

　

Ｉ

　

４８

　

３３

１００

　

７７
（１００）

（１５）

（８５）

０

Ｉ

　

０

　

７

　

１２

　

０

１００

　

６４
（１００）

（１８）

（８２）

　

０

　

Ｉ

　

０

　

１５

　

１６

　

０

１００

　

４４
（１００）

（４４）

（５６）

　

２

　

１７

　

２

　

７

　

２

　

２４

　

０

１００

　

５８
（１００）

（７３）

（２７）

　

Ｉ

　

２１‐

Ｉ

　

４

　

１４

　

０

１００

　

５５
（１００）

（３９）

（６１）

　

Ｉ

　

１２

Ｉ

　

８

Ｉ

　

２０

０

１００

（注） １，１， 借入資金の金額は第１９表と全く同額である．
２， 農林省「農家資金動態調査報告」（昭３５）第７表より作成．

－

　

９５

　

－
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はその５５％となっており， 他は負債償還， 生計資金等にあてられている．

　

次にこのような借入資金中の農業投資は農業の如何なる部門に投じられているかをみよう． 借

入資金農業投資の約４０％が固定投資に， 約６０％が経常投資にあてられ， 且つ固定投資の５６％が借

入資金によって充たされ， 経常投資の４２％が， そして農業投資総額の４６％が借入資金によって占

められている（第２１表）． そしてこのような借入農業資金の占めるかる比率は 第２１表にみる如く府

第２１表

　

農業投資中における農業借入資金り投入の員門別比率

北

　　　　　

海

　　　　

道
農業投資Ａ 中， 借入Ｂ Ｂ／Ａ

２７．４千円

２０．３

３０．ｉ

１１．５

８８．９

１９．６

６０，８

３３．Ｉ

　

８．Ｏ

　

８．３

　

４．１

　

６．３

４７．Ｏ

１８７．２

２７６．Ｉ

　

１１．４千円

　

１７．８

　

８，５

　

５．２

　

４９．５

　

３，５

　

４４．Ｉ

、
１５，７

〉２０，Ｉ

」

　

７７．５

１２７．（｝

府

　　　　　　　　　　

県

固

　　

定

　　

投

　　

資

経

　　

常

　　

投

　　

資

合

　　　　　　

計
三弱千円Ｆｉｒ円ｌｉ塁％

第２図

　

自己資金に対する借入資金

　　　

比率（含非農業資金）

北海道

　
　　
　

／
へ、
／

　

　

　

　

　

′洲′
／

　

＼ミ′ノ^
＼－「

　　　

２．２６２ヮ２８２デｉｏｉ′Ｊ２対Ｊ４Ｊ少

、、俗 瀞ゥ，ヰ 借入資金 －ふや．

　

ニノ巴 撚ナＹふ下罪３１軽雷ぼめりわ

　　　

す．

　　

⑨ 自己資金は流通資産（貯金

　　　

払戻十有価証券処分額）を

　　　

あらわす．

　　

⑨ 資料は農林省「農家資金動

　　　

態調査報告書」各年による．（注） 農林省「農家資金動態調査報告」 （昭３５）第７表及第２表に

　　

より作成，

県に比べて著しく高いのであり， この事は北海道農家の自己資金の貧困をあらわすものであり，
ここにも北海道農業の特殊性の一つがあらわれている．（第２図

７の２〉参照）．

　

更に階層的に借入資金の機関別構成をみよう． 問題は制度資金なり， 農協非制度資金なりの借

入比率が階層的に一つの傾向性をもつか否かである． しかし結果的に言って第２２表にみる如くそ

れらに階層別による傾向は全く見られない． たゞここで留意すべきは表の財政資金についてであ

るが， 既に述べた如く財政資金の主要部分を占める農林漁公庫資金がその中に土地改良費を農家

借入資金として含まざることである． したがって当然階層を大にするにつれて大になるであろう

ところのこの面が表にあらわれていない， この事を念頭におきつつ表を補足すれば， ７ｍ丁以ｒドの

階層では， 目創農資金がその全額叉は殆んど全額を占めており， ７町以上では施設資金 （施設及

災害復旧資金・農業改良技術導入資金） が目創農資金よりはるかに大きくなっている（第３図）．
即ち， ７町以上では土地改良を除いても， 資本形成に公庫資金が積極的役割をもってくる， （公

庫資金の外に表でか げる財政資金の中に 開拓者資金及び育英及母子福祉費があるが財政資金の

－９６

　

一
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第２２表

　

階層別金融機関別借入資金構成比率

－北海道一

　

１戸当り

　

昭３５

　　　　

（％）

０～２町
（４４戸） 毎デ ３～５

（８１） 鰯ず 儀～Ｏ雑務
財 政低利資金

農 協低利資金

農 協普通貸出

各種機関個人貸出
合

　　　　

計‐

２５

３０

２１

２５

１００

１０

４４

４３

３

１００

６

２９

４９

１６

１００

６

３５

４５

１３

１００

５

２０

４７

２６

１００

９

３３

４３

１５

１００

合計金額 （千円） ５７ １８７ ２４８ ２７４ ５０４ ７７３

（注） 農林省「農家資金動態調査報告」第４表より算出．

第３図

　

長期財政低利資金構成比率
（昭３５）

エ

　 　

ー

　

＝

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

　 　 　

北
海
道

）

　 　

潔

１２～卸すｒ

　　

ｆｌｏ，３～ｏ・５

　

つ

　

～

　

に

　　　　　

十

　　

ｎｎ

　

に～‐１

　

′、

　

Ｕ”Ｕ

　　

府 ｕＶ・リ“ＬＶ

　　　　　　　

ｍｌ．０～１，５

　

　　　　

　　

　

　

　　　　　

　

　

　　

′

　

ｒ一１Ｕ

　　　　　　　　

▲、′１．○（一ム．・′

　　　　　

＼Ｖ２．０～

皿５～７

ＶＩＯ′ｖ

農林省「農家資金動態調査
（昭３５）第４表による．

中で階層により０～４％程度であり， 殆んど無視して考えてい

．）しかし， 表について言う限り， 公庫資金としても， 財政資

金としても階層による傾向的比重の増大 （叉は減少） はみられ

ず， 強いて言えば両限階層が中間より大である程度のことであ

り増大は絶対額においてみるのみである（第１９表参照）， そして

このような高階層に進むにつれて絶対額の増大という現象は各

種資金についても全て言い得ることであり， それのみが傾向で

あると言い得る． しかし， 全府県の場合をとらえてみれば， 借

入資金の構成比率においても， なおある程度傾向性はみられる

のであり，
２） この点北海道の場合は北海道の特殊性としてとら

えるべきか， それとも調査戸数の過小によってもたらされた結

果であるカ￥慎重な検討を要するであろう．
（註）

１の１）財政資金による農家借入資金の分類及内容については農林省「農

　　

家資金動態調査報告」 （昭３５度）ｐ．１５参照，
１の２） グラフにより北海道の場合， 借入資金率の高いことば明らかであ

　　

るが， 絶対額においても借入額が，府県より大きい，即ち，３５年借入

　　

金額農家１戸平均北海道２３．｛）万円， 全府県３．９万円

　

０・ずれも農業

　　

タト資金を含む）である， ただ農家平均比較の場合， 北海道と府県で

，

　

は耕地面積が異なる故， この事を考慮し， 農業投資額（自己資金及

　　

借入資金による投資計の）の近似せる階層を比較すれば， 全府県２

　　

町以上階層（この階層の平均面積不明：但し， 各府県により平均耕

　　

地は異なるも各府県平均２．３町～２，８町）と北海道の田町～７町階層

　　

（平均５，６町）が対応している． そこでこの両近似階層を比較すれば

　　

３５年， 自己資金：全府県６７，４万円， 北海道５３．２万円， 借入資金：全

　　

府県１０，８万円， 北海道２７．４万円，自己資金に対する借入資金の比率

　

全府県１６．０％， 北海道５１．５％となる．

　　　　　　　　　　　

全府県借入資金構成比率 （％）

　

なお前記借入資金の比率を３４年につい

　　　　　

０信孝野 ４ 悩も・ヂ１ず曲・

　

墓商・０

　

微多

　

てみれば全府県１７，４％， 北海道４４．７％

　　

財政低利資金

　　　　

４

　　　　

８

　　　　

４

　　　　

４

　　　　

４

　

３３年では全府県１６，５％， 北海道６７．４％

　　　

農協低利資金

　　　　

９

　　　　

２０

　　　　

２０

　　　　

２１

　　　　

２４

　

となる． いずれにせよ， 北海道の借入

　　

激務普通賢出 １６

　　　　

ヲ９

　　　　

３７

　　　　

４０

　　　　

４２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各種機関個人
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３９

　　　　　

３４

　　　　　

３０

　　　　　　　　　　　　　　

　　

　

　　

　　　

　

　　

　

　　

　

　

　

　　

　

調査報告」各年），
２）府県の場合，階層の高度化ににつれて

　　　

（注） 第２２表に同じ．（

　

）内調査戸数，

　

借入金の絶対額が増大するということの外に比重にも一つの傾向性をみることができる，即ち， 階層上昇
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（１，８８９）
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２．０

　

～
（４６９）

財政低利資金
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各種機関個人

　

計
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９
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４
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４
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４
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４２
３０
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２３．７千円 ３５，ｌ ４９，２． ６４３ １０８，４
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／
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９７
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沢

　　

ロ

　　

信

　　

光

につれて農協普通賃出しの増大， 各種機関個人賃出しの減少， 農協低利資金の増大， 財政低利資金の１階

層を除いての無変化である．要するに階層の上昇する程農協資金（低利及普通を含めて）の利用度が大と

なり， 個人その他金融の利用度が少なくなる， （上表参照）

５． 金融機関を通ずる資金の吸収還流より観た北海道農業金融の特殊性

　

既に第１７表にみた如く， 農業金融はその大部分が農協系機関と政府関係農業金融機関によって

担当される． しかして農家資金の吸収 （回収は別として） という点からみれもま， 直接預金を担当

しているのは系統金融機関のみである． そこで本項では金融機関の範囲を農協系統金融機関につ

いてのみ止める． さて， 資金の吸収還流についてみる場合， 全国的にみた場合それが如何に行な

われているかを眺め， 然る後北海道の場合をそれと対比して如何に全国の場合と異なるかもみよ

う，

　

１． 資金吸収還流よりみた農業金融機関－－全国の場合

　

系統金融機関の頂点に立つものは言うまでもなく農林中央金庫である． そこでまずこれから吸

収還流をみよう， 中金の資金が自己資金と外部調達資金からなることは他の金融機関と同様であ

る． しかして調達資金は， 農業 （林漁を含めて） 内調達と農業外調達とに二分類することができ

る，３５年度末， 農林漁業から預金は２０６３億円であり
１） （農業のみからのそれは１８３４億円），

２）農業

外調達の主要部分を構成する農林債券発行による調達は第２３表にみる如く５１９億円３）であり，この

中洲－億円が所属団体の引受けである故， 農業外調達は４８８億円である．も
とよりこの中にも農林漁

民資金による分が若干含まれよう故， 前記数字は農業外調達としては最大限の数字であり， 事実

はこれより少いであろう． さて， 農業外調達の最大限４８８億円を念頭におきつつ， 中
金資金の貸

出状況をみよう（第２３表）． 表にみる如く貸出残高にして僅か２６％が広義農業 （林漁を含めて）に

貸出されたのみであり， 狭義農業をとれば１１％に過ぎず，実に貸出金の７４％，１６４４億円が所属団体

タトに貸出されているのである． 更に中金の有価証券投資残高は５１１億円４） があり， この中， 国債

地方債を通じての農業への間接還流を無視すれば，
５｝

　

所属団体タト貸出及有価証券 計２１５５億円が広

義農業タトヘ流出したことになる， しかし一方既に述べた如く農林債の発行を通じて４８８億円が広

義農業へ流入しているので， 結局純計１６６７億円が広義農業から中金を通じて他金融機関， その他

の非所属団体へ流出していることになる． このような数字を同時期の農民の農協段階での貯金額

７９３２億円８） に対比するとき， 如何に大なる金額であるかが知られる． かくて農林
中央金庫は農民

第２３表

　

農林中金の債券借入・貸出状況
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計

５８９億円（２６）

２４７

　

（ＩＤ

１６４４

　

（７４）

　

９３

４９２

１０５８

９２４

１３４

２２３３

　

（１００）

３６，３

（注） 「農林金副｛の実情」１９６１，１），２２２，１）．２２３，１）・２２４，１）．２３６による．



北海道農業の金融的考察（１１）

資金に吸着して非農業融資を担当する機関たるかの如き観を呈する， 関連産業
７） それ自体如何程

農業資材の提供において， あるいは農産原料販路拡大において農業に寄与しようとも， それが製

造加工資本たる性質において農民資金に寄生することなく， それ自ら別途金融機関をもつか既存

の政府金融機関の拡充によって資本調達をはかるべきであろう．

　

更に信連 （正確には信用農業協同組合連合会） の段階をとれば， 信連の農業より他産業へ資金

供給機関たる性格が一層顕著にあらわれる， ３６年３月， 信連の貯金は４８１５億円であり，
８） 貸出金

は１３７１億円，
９） 余裕金（現金十預金十有価証券）３７３０億円１の となっている， その中１８４３億円が系

統預金，
ｎ）５９８億円が系統外預金，

１２）１１４０億円１３フが有価証券及び金銭信託受益証券となっている．

尤もこの中をこ農林債券保有額が含まれるが， しかしそれは極めて少額にして１億円程と推測され

のであり，
７４） これを考慮してもなお信連から残高にし

　

第４図

　

農協．信連．中金の預貯金．貸出金

て１７３７億円 （信運の対中金外預金十 （有価証券－農林

　　　　　　　　

（全国）

債券））が農業外へ流出したことになる． この金額を貸

　

ヌ導

出金１３７１億円 （この貸出金は農業関係で占められるこ

　

＆。。。

　　　　　　　　　　　　

／＼

煮瓢義務高畠墓園紫蘇ミ島遍鷺 聯

　　

農鷺金／

　

ー

たる性格をもっているかが明らかであろう． しかもこ

　

膨

　　

／ ）
／Ｙ

のような性格は決して単に時期的とか季節的とかによ

　　　

＼ノ
／／

ってのみ認められる現象ではなくして， 信連は勿論，

　

玩卿

　　　　

傭連預畔金

　

／

　

＼

中金にしても叉後で述べる農協にしても系統金融機関

　

４，Ｇ”

　　　　

／） ＼｝ノ
ノ

　　　　　　　　　　　　　　

ー
毎膜・ ル ー－し ノの一貫した共通の性格とみるべきであり， この事は第

　

ろ…）ンム＋一二÷ ノー

４図が明確に物語っている．

　　　　　　　　　　　　　　

２，。０

　　　　　　　　　　　　　

ｒ 、

更に信連の下級機関たる農協の段階をみよう．農協

　

． 〉 〆
冬 縄 撃 等

の段階においては， 信運の場合とかなり様相を異にし

　

１′０００÷芝生登堅』ｗ

ている．３６年３月， 農協の貯金は７９３２億円であり，
７５）

　

親易，弱 め厳秘ヌキキ誘わ淘ルパタキご

貸出金３５４７億円，
ｆ６）余裕金 （現金十預金十有価証券）

（注） ，， 農林中金預金は所属団体よりの受
は４５６３億円となっている．

７７） 系統預金は３８６３億円であ

　　　　　　

入れ分のみ．

り，
１８） 信連の４９，４％に対して農協の場合８４．６％と格段

　　　　

２， 農林中金貸出金は所属団体に対す

に高い．
７９） 系統外へ流出する資金としては系統外預金

　　　　　　

る貸出金（除農林漁業公庫資金）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３， 農協貸出金は農林漁業公庫資金を

４８８億円，
２０）有価証券１３７億円２１）であり， この中には農

　　　　　　

除いたもの，

林債券３０億円が包含される．
め

　

それ故農業外流出する

　　　　

４． 信連貸出金は農林漁業公庫資金，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金融機関貸出金を除いたもの．
資金は５９５億円（系統外預金十（有価証券－農林債券）） （資料） 中黍「農林金融」Ｎｏ，・８４，Ｎｏ．・８５，
程度となろう． この５９５億円を農協の貸出金３５４７億円

に対比すればその１６．８％となるし， 農協貯金７９３２億円
２３）に対比すれば７．５％となる． この点信速

の場合と著しく異なる所以である だがそれはそれとして農協系統金融機関について以上から農業

より純計農協段階５９５億円

　

信連段階１７３７億円， 中金段階１６６７億円， 計３９９９億円が農業外へ （正

確には農林漁業以外へ） 流出したことになる。 これを前記農協貯金７９３２億円に対比すれば， その

５０，４％となる． かくして系統金融機関は一面には広義農業への融資を担当しつつ同時に農協段階

より信連段階， 信連段階よ，り中金段階へと階梯を高くするにつれて農業より価値吸
収を高め， こ

れを他産業へ供給するところの機能を果している． そしてこのような機能が発揮されればされる

程ブルジョア社会をこ好ましいことは言うまでもない，
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信
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さて， 以上は系統金融機関について両面の， いわば農業について言えば農業本来より農業外の

爽雑物に偏重する面についてのべたものであるが， 農協段階において信連段階において北海道は

府県とは女川‘ｄなるォ羽翼をもつものであろうか． 以下項を改めて論ずる．

２． 資金の吸収還よりみた北海道農業金融の特殊性

　

既にみた如く， 農協系金融機関の資金の吸上げ， 他へ流出せしめるポンプの役割の大きいこと

を論じた， このような現象は北海道についても言えるであろうか． まず農協の貯貸率からみよう

（第２４表）． 北海道の貯貸率は府県に比べて格段に高い．

　

た ２ゞ５年度以前において貯貸率が低い

が， これは一面この時期の闇価に支えられた農家経済と２４）この頃まで行なわれた物々交換が農家

の借入れを低くしたものと思われるが， 他面には農業資材の生産の貧困が農業投資特に長設固定

投資を阻害したためと思われる．
”） （第５図参照） 然し， ２６年以降ともなれば生産資材も潤沢と

なり且つ制度金融も展開されてくるのであり２７年には貯貸率が １００％を突破するに到り以後上昇

を辿る． これを２７年以降の全国数字３０％乃至４０％代の貯貸率に比べれば北海道の場合著しく高い

のであり，３３年には１７０％というが如き異常なオーバ←ボロングが展開されている， この事は勿

論， 農家総体として貯蓄以上の借入を意味し， 北海道では全国の吸上げに対し吸入れを表わして

いる， これは第２６表にみられる如く， 農協の貸出増大に対する貯金のおくれにもみられる如く，

第２４表 農協並に信連貸｝も貸率

（貸出金／貯金）

農

　　　　

協

　　

信

年

　　

月 全
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北海道

　

全

　

国
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３
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３
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３
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３

３２

　　

３

３３

　　

３

３４

　　

３

３５

　　

３

３６

　　

３

１７％

２７

２７

３２

３４

４４

４１

３９

４３

５２

５１‐

４８

４７

２８％

４８

６２

１０８

１０７

１１９

１６７

１５３

１‐５５

１７３

１５６

１２５

９９

３２％

５７

５７

５７

４７

５７

４２

３２

２６

４６

３５

３２

３１

（注）１， 全国は農林中金「農林金融の実情」昭

　　　　

２６年版，２７年版，２８年版，１９６０年版，

　　　　

農林省「農林金融の動向」１９６０，１９６１

　　　　

版及中金「農林金融」 Ｎｏ．１８３．

　　

２． 北海道は北．信連「北海道組合金融統計

　　　

鎌」第１輯による．

　　　　

更に昭３３．３以降は．北海道農務部「農業

　　　

金融資料」（昭３門；”）による．

　　

３． 貯金な貯金十共済基金預り金を表わす

　　

４． ・貸出金は貸付金十割引手形を表わす．

　　

５． 数字｛・工残高．

北海道農家の資金の欠乏を物語ることは勿論であり，
殊に第２５表にみる如く借入金負債返還を日的とする借

入がかなりの比重を占めていること｛′ま端的にこれを物

語っているのであるが， そのような高い貯貸率は一方

には農業投資の拡大の結果にもよろし（第２５表）， 更に

叉そのような投資の拡大の受入可能性が府県より大き

く， 過剰投資への距離が府県より大きいという反面が

蔵されていることにも起因しようし， 単なる資金不足

のみの指摘２６）では不十分であろう．

　

ところで以上の如き連年農協の貯貸率の１００％をこ

える高さは， 勿論貯金がそのま 貸出金として運用さ

れるわけでないにせよ， 他からの借入資金によって可

能なるは勿論であり， この事は北信連 （北海道信用農

業協同組合連合会） の貯貸率の高率をもたらさずには

おかない． 即ち， 第％表にみる如く， 全国の信連貯貸

率３０～６０％なるに対し，１３０～２２０％にすら達している．

しかもこのような貯貸率は３０年頃までは本道 の農・協

のそれに比べてすらも著しく高かったのである． これ

はこの頃まで北信連の貸出し額が農協のそれに匹敵す

るにも拘わらず貯金が農協に比べて格段に低かったこ

とによろう （第２６表）．

　

さて， 第２６表にみる如く， 北海道では農協段階では

２６年度より， 信連段階では２４年度より以後両者とも３４

年度まで一貫して農家叉は農業に対して資金の散超が

行なわれているのであり， この点場超を一貫している

－１００－



北海道農業の金融的考察（口）

府県の場合ととば著しく相貌を異にしているのであるが， 散超の実額は第２６表に示す通りである．
もとより農協叉は信連の貯金はそのま 貸出資金を構成するとは限らず， その÷部は預け金とし

カッコ内態昭２５を基準とする増加指数．
３０年，３３年には調査農家の規模異なる故正確な比較
とはならない．３０年と３５年も同様である．
農家収入＝農家収入＋農外収入十被贈扶助．

第２５表

　

北海道農家借入資金増加状況

　　　　　　　　　　　　　　

（千円）

年

　　　　　

度 ２５ ３０ ３３ ３５

　　

「設

　　

備

農業資金・運

　　

転

　　

ー

　　

計

生

　　

計

　　

資

　　

金

投資及貯蓄資金
負

　　

債

　　

償

　　

還

そ

　　　

の

　　　

他

借入資金言ｆ・ （Ａ）

農

　　

家

　　

収

　　

入

　

８，６

２４，２

１２，８

　

０．８

　

１．０

５１，６
（１００）

２９Ｇ．７
（１００）

１７，８

６６．３

２０，７

３３．３

２７，（｝

１７０，５
（３３０）

５４８．５
（１８０）

２６．９

５４．７

２２．３

１５．８

３７．２

１６４．２
（３２０）

５８３，３
（１９０）

４９．７

７７．５

２７．６

２４．Ｉ

４５，６

２３０．Ｏ
（４４０）

６６９，３
（２３０）

府県借・入資金言１・（Ｂ） １１，５ ２８．５ ３０．７ ３８，８

（Ａ）／（Ｂ） ４５０ ６００ ５３０ ６００

（注） １． 数字は年度内の．借入資金をあらわす．金額は名目額
２． 資料は各年度農家資金動態調査報告にもとづき作成

てそれぞれ上級機関叉は他金融機関その

他部門へ流出するが，ともかく貯貸率１００

％以上の高さは一部分は預け金の引出し

によって賄われるにせよ， 借入金に依存

しなし・わけにはゆかないのであり， 借入

純計（借入金と預け金の差額） は， 散超

の最大たる３３年３月を１例にとってみれ

ば， 農協で］‐Ｃ３億円， 信連で１１２億円とな

っている． 更に農家の貯金と貸出金につ

いて言えば， 同時期残高にして農協は農

家に対して１５６億円 の散超を行なってい

るのであり， 逆に言えば農家はそのよう

なオーバーポロイングによって 経営なり

家計なりが支えられているのであり， そ

してそのための資金として信連は中金よ

り］．２４億円 の導入 を行なったのである，

この事は北海道農業が資金的にも全国農

業に依存していることを表わし， 全国農

協の一員としてのみ， その機能の遂行が

可能であり， それは最早や府県の農協の

． ここにも金融上の北海道農業の特殊性如き貸出機関として同一に論じ得ない性質のものである． ここにも金融上の北海道農業の特殊性

をみる， さて以上みた本道の農協なり信連なりのオドバーローンは各年の３月末にのみあらわれ
る現象でないことを附言しなければならない． 資金繁忙期の６月には農協， 信連ともに尚一層オ
←バ←ローンが展開されるのであり， この点第６図より明らかとなろう． しかもその際第６図と

第２６表

　

北海道における農協及び信連の貯金及び貸出金推移（残高）

　　　　　　

億円

２４．３ ２５．３ ２６，３ ２７．３ ２８．３ ２９．３ ３０．３ ３１，３ ３２，３ ３３．３ ３４，３ ３５．３ ３６．３

貯

　

金（Ａ）

貸出金（Ｂ）

（ＡーＢ）

借

　

入

　

金

借入金純計

縮

１０

　

２

　

６

　

魁

　

３

卸

　

繋

　

韻

　

刀

　

４

鮎

　

如

　

漆

　

２

　

８

　

７９

　

８３

△

　

４

　

８３

　

６０

　

９１

　

９７

△

　

６

　

９１

　

５６

１０５

１２５

△

　

２０

１１８

　

６５

１０９

１８２

△７３

１７６

１１３

１６１

２４７

△

　

８６

２２４

１２２

１８１

２８０

△

　

９９

２７２

１６０

２１５

，３７１

△１５６

３３３

１０３

２７０

４２０

△１５０

３５４

１９９

３４１

４２６

△

　

８５

３４４

１４８

４１７

４１３

６

３３８

９３

貯

　

金（Ａ）

貸出金（Ｂ）

（Ａ－Ｂ）

借

　

入

　

金

借入金純計

器

　

２１２

　

８

　

３

　

２４

　

３２

△

　

８

　

１２

　

１０

　

２１

　

４５

△

　

２４

　

２５

　

２３

　

２５

　

８６

△

　

６１

　

６３

　

５９

　

４０

　

９１

△

　

５１

　

５３

　

４８

　

６１

１１４

△

　

５３

　

５３

　

４６

　

ＳＩ

１６８

△

　

８７

　

９２

　

７８

１２８

１９７

△６９

　

８２

　

５８

１４６

２４０

△

　

９４

１１１

　

８６

１７９

３０３

△１２４

１３５

１‐１２

２１９

３０７

△

　

８８

　

９３

　

６７

２８４

３２１

△

　

３７

　

５０

　

１１

３４８

３２０

　

２８

　

１９

△

　

５５

（注）１．

　　

２．

借入純計は借入金より預け金の差引額をあらわす，
資料は〕房言連「北海道組合金融統計鍬」第１輯及び北海道農務部「農業金融資料」
る．

（日目３７，２刊）によ
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第４図との比較によって一層北海道の特殊性が明らかとなろう． なお，３６年以降このようなオー

ミーロ←ソの現象はかなり解消されっ あるが， なお６月にはオーバーローンを解消するに到っ

ていない． 今後北海道農協系金融機関が資金の吸収機関たる性質を強めるにしても， なお全国の

　　　　

第５図

　

農協主要勘定残高推移

　　　　　　　　　

第６図

　

北海道における農協・信連の貯

　　　　　　　　

（北海道）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金と貸出金

；比信運「北海道組合金

融統計無」第１鯛．

ト

　　　　　

農協蔚金

だハ
：並老夫；
Ｊ二鰐

ーイぎ蹴ｙ

．・、・

　

′ｉ

１１

　

ー１１

　

Ｉ

　

Ｔ

　

Ｉ

　

Ｉ

　

Ｈ

　

Ｉ

４０

郊ｏ

２００

ｉそう

　　

？

　

／２

　

３

　　　

／

　　

３

　　　　　　

３

（注） １． 貸出金， 貸付金は．農林公庫預

　　　　

託資金貸付を含まない，

　　

２． 資料は北信運「北海道組合金

　　　　

融四季報」 Ｎｏ．１～ Ｎｏ．１２に

　　　　

よる．

場合とはその程度の差は依然としてのこるであろう．

　

次に以上のような貯賃率を北海道の地区別にみよう． 既に第６図でみる如く， 全道的には３５年

に比べて３６年は著しく貯貸状況が好転しているのであり， この点第７図からも明らかにすること

ができる． さて地区別にみれば第７図にみる如く３５年３月には水田地帯及び畑水田地帯ではオー

バーローンの現象 （贈る貸率１００％以上として）が解消されているが （３５年３月及び６月は旭川地

区は３６年以降分離した稚内地区を含んでいる． したがって稚内地区を除けば３５年３月には旭川地

区はオ← ミーロ←ソを解消しているものと思われる），それでも尚金融の繁忙期においては殆ん
ど

例外なしにオ←バーローンの現象を呈している． 然るに３６年に入るや３月は勿論６月の金融の繁

忙期においても， 水田地帯及び女”餅【水田ではオーバーロ←ソは解消か叉はこれに近いと言ってよ

い． 然るに畑地帯及び主畜地帯においては好転しっ＞あるとは言え， 依然として高いオー
バーロ

ーンが続いているのであり， 殊に主畜地帯の異常なオーバーロ←ソが注目されるのである． ここ

に水田地帯と畑地帯及び主畜地帯の劃然たる差異をみる． 然らばかかる差異はずｉｄによって生じた

ものであるか． 貯蓄額の差異によってか， はたまた貸付額の差異によってか． これについて第８

図をみよう． 貯金額について言えば全道アバレヂより高い道央の水田地帯及び帯広， 北見の畑地

帯のみであって畑兼水田地帯は著しく低く， 殊に道南過小経営の函館地区の如きは極めて低い．

同様に主商地帯の貯金も不振である． 一方貸付額をみれば， 水田地帯は貸付額の高きにも拘わら

あ％

　

．

　

　　　

　　

４０

　　　　　

．

　　

ｔ、、
、

　　　　

′′
′ト、、一－－、、

　

　

　

　

　　
　　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　

、し．．．

－１０２－



北海道農業の金副的考察（１１）

第８図

　

農協地区別農協貯金受入額

　　　

及び貸付額

　

（農家１戸当り）３６年３月末

第７図 農協地区別府賃率

ば
頒
，ｆ
べ
き、，・１ ハ 繕付

　　

ＶＩ
－一
樹
－－・ーー［ー〉

ミ

　　

リ

２タ

２００

：

　　　　　　　

～

ク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

三龍一

　　　　

′

　

＼

　　

：
ー

　　　　　　　

′

　

＼

　

！

　　　　

′

　

”；

ー

　　　　　　　　

′

　　　　

、′

ーゴタメｗ
’

′β０

８０

（注） １． 農協地区別は北信建区分による．

　　

２， 貸付金には農林公庫受託分を除く

　　

３． 資料は北信連「北海道組合金融四

　　　　

季報」 Ｎｏ．４， Ｎｏ．５Ｎｏ、８， Ｎｏ．９

　　　　　

むこよる．

（注） １． 農協地区別はコ断言達区分

　　　　　

をこよる，

　　

２． 貸付金は農林公庫資金受

　　　　

託分を除く，

　　

３， 資料は；化信逆「農林金融

　　　　

四季報」 Ｎｏ．８にもとづ

　　　

く．

ず， 貯金額がこれを上廻る故をもってオーバーローンが阻止され， 畑兼水田地帯は貯
金の低さに

拘わらず貸付額の低さ故にオーバーローンが阻止されている． 然るに畑地帯においては貯金の高

きにも拘わらず貸付額もそれ以上あるいは同等に高いのであり， 主畜地帯においてを工貸付額の高

きにも拘わらず貯金の極度の不振故をもって 異常なオドバ←ローンを展開しているのであ
る．

　

なお， 農林漁業金融公庫の貸付状況
は第９図の通りであるが， 貸付計としてはある程度第８図

と共通性がみられる． 即ち， 帯広， 北見の畑地帯及
び釧路， 中標津， 稚内地区主畜地帯の

貸付金

が大きい， しかしこの場合， 主畜地帯貸付が， 畑地帯貸付
より大きいのが第８図とも異なってい

る． 更に積極的資金としての営農改善資金及び農林公庫資金一般の計 （大部分が公庫資
金である

が） をみれば， やはり畑地帯及び主畜地帯が貸付額が大きいのであり， これ等の地帯においては

資本装備を他より多く要するであろうことがうかがわれるし， 自作農維持創設資金も叉これらの

両地帯で大きい． 自作農維持創設資金が北海道では既に述べた如く特に転落防止のための維持資

金が，大きい比率を占めることにか
んがみ， これら両地帯の厳しい自然に対する経営の困難さをあ

らわしているものとみられよう．
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第９図

　

北信連の農林公庫より受託貸付金支

　

所別農家１戸当り換算（３６・３末）

　　　　　　

　

　
　

　

　　　　　

　

　

　

　
－－－－印乍瀞住持創設 ′

　　

＼

　

資金②
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註

１），３），４）中金「農林金融の実情」１９６１，ｐ．２１６．
２）中金前掲書，ｐ．２１９，
５）３５年度農林中金の有価証券の残高は国債１０億円， 地方

　　

債１８億円， 社債４６７億円， 株式１６億円， 計５１１億円とな

　　

っている（中金前掲書 ｐ．２４１）．
砂 中金前掲書ｐ，７０，
７）関連産業については中金前掲書 ｐ．２３６参照．
け），９）中金前掲書 ｐ．４４１，
１０）同上 Ｐ．４２．
１１）同上 ｐ．１４２．
１２）同上 ｐ．７２，
１３），１４）同上 Ｐ，１４３．
１５），１６）同上 Ｐ．１４１．
ｉ７），１８），１９）１・丙〕上 ｐ．１４２．
２０）同上 Ｐ．ｉ４４，
２１）同上 Ｐ．１４３．
２２）農林債券の昭和３５年度末残高は所属団体引受残高は，

　

利付債１５億円， 割引債１６億円， 計３１億円となっている

　　

（農林金融の実情，１６９１，ｐｐ．２２２一２２３），
２３）同上 ｐ．７０，
２４）戦後の北海道の農業所得を推計したものに北海道企画

　

室「昭和２８年道民所得調査報告」があり，２３年以降２８

　

年までの推計がある，叉， 農林省「北海道農林水産統

　

計」１９６２年版がある＊．但しこれは２４年以前の数字を欠

　

く． しかし両統計の間には極めて大きい数字の距りが

　

あり， 近似的な片鱗すらもない，企画室資料嫌＊＊農業

　

所得の道民所得に対する比率を次の如く推計する．即

　

ち，２３年２０．３％，２４年２１．７％，２５年２８．４％，２６年２５．６

　

％，２７年２２．彫る，２８年１４．６％である． しかし２５年以前

　

においては農産物の闇価の旺盛な時代でもあり２５年以

（注） １． 資料は北信連「北海道組合金融四
季報」 Ｎｏ．８

　

ｐ，１９，Ｐ．２０，
一般農林資金は自作農維持創設資
金と畑作営農改善資金以外の資金
一切を含む．

　

前の数字は低きに失するものと思われる．

　

＊註の文中の掲載書 ｐ．９７．

　

＊＊ 註の文中の掲載書 ｐｐ．７０一７１．
２５）２６年３月以前の残高貯賃率の低い原因については農協の経済事業投入のため， あるいは固定資産や系統出

　

資の多いため農家への貸付資金が圧迫を受けたことが一応考えられるが， 本文中の第５図でみる如く経済

　

事業等（経済事業十固定資産投資）が２６年以前がその後に比べて特に大であったというわけではない，や

　　

はり闇価に支えられた農家経済と資材生産の貧困が貸出しを抑制したとみるべきであろう，
２６）北海道農家の資金欠乏指摘については市岡幸三「北海道農業金融の特質」 （北海道開発局「ゴヒ海道開拓営

　

農における主畜経営確立の諸条件」収載）を参照， しかし， 北海道においては， 資金（自己資金十他人資

　

金）の運用をみれば， 農業に対する経常投資にせよ固定投資にせよ毎年府県の約２倍＊に達するのであり

　

そのような投資の大が北海道の貯賃率を高める一要素をなしている．

　

＊経常投資の北海道の対府県比率，３０年２２６％，３３年 １９５％，３５年 １９６．％；固定投資，３０年 １９０％，３３年

　

１８４％，３５年１９０％となっている．（農林省「農家資金動態調査報告」各年による），

６，

　

農家借入金利からみた北海道農業金融の特殊性

　

農家借入資金の金利を 農林省調査の 「農家資金動態調査報告書」 を手掛りに観ることにする，
同報告書は借入資金を二分類して 長期的なものと短期的なものに分けているのであり， その中長

期的借入 （年利契約のもの－－原典）は殆んど全く制度資金によって占められているお

　

しかし

て制度資金は利子にせよ借入条件にせよ画一的に統一されている故に 金利の問題としてはここで

は除外して考える． したがってここでは金利の問題は専ら短期的借入資金（主として日歩契約の

もの－－原典） にとどめることになる．

一１０４－



北海道農業の金融的考察（１１）

　

さて， 北海道農家借入資金の金利状況をみれば第２７表のようになる． 表によってまず北海道の

場合を考えよう． 然るとき， 日歩２銭７厘以下を低金利とした場合（後に述べる如く近代産業の

金融は日歩２銭５厘以上はみられない），そのような低金利は， 無利子と合せて５０％にも達してい

る， その点をみただけでは非制度金融においてもなお， 農家に有利であるかの如くである． 無利

子について言えば前記調査報告書では，
２） これは農協以外では個人， 特約会社がその供給先であ

り， 前者（個人） は例え無利子契約であっても利子に代る謝礼金が支払われる場合が少くなかろ

うし， 後者の場合， 特約会社への低販売価格の中に利子に代るべきものが天引されているとみる

べきであり， 資金の前貸の如きは特約会社の原料－低価政策の一手段とみるべきであろう． したが

って無利子は実は低額ならざる利子を支払っている場合が普通であろう， 次に表の日歩０～２銭

７厘以下について言えば， この範囲の７２％までが日歩２銭５厘のものであり， 叉この範囲の貸付

先は農協貸付金の一部， 信用金庫， 特約会社によって占められている． ともかく， この程度の金

利は近代産業の借入金利に相当する． しかし一方， 日歩３銭５厘以上の高金利 （年利換算１割２

分８厘以上） が３５％も存在するのであり， 僅少ながら日歩５銭５厘以上 （年利換算２割以上）も

存在するのである． 近代産業への貸出は， 歩積両建預金による実効利子の問題があるが少くとも

表面的には日歩２銭５厘以上は存在しないのであり３）（３５年１２月現在）， 農業金融の高金利たる事

実は以上から明らかであろう。 しかも実はこのような高金利は第２７表にみるように農協貸付によ

って占められているところに問題がある． 農協普通貸付の約５７％までのが日歩３銭５厘以上の高

金利貸付であり， しかも農協普通貸付は農家借入資金の５６％にも達しているのである，

　

ところでこのような農協貸付の高金利は北海道のみの現象であろうか． 再び第２７表によって府

県の場合をみよう． しかる時， 府県の場合農協普通貸付額の５８．７％までが日歩２銭７厘～３銭５

厘の範囲内にあるのである． かくして北海道の農協は府県の農協よりも一段高い金利をもって農

家貸付を行なっていることが知られる． 更に貸付金総額をみても日歩３銭５厘以上の比率が北海

道が府県よりも高いことも明らかである （第１０図グラフを合せ参照）．更に第２７表の短期貸付に特

別営農資金 （農業手形） を加えた場合においても北海道の場合， 府県に比べて高金利のものが相

対的に多いことには変りがない （第１１図参照）．

　

さて， 以上のような北海道の府県に対する相対的高金利は如何なる原因によるか， まず考えら

第２７表

　

短期的農家借入金利別金額比率（昭３５）

無利子

０～２．７銭

欝ぇ
９分８厘４毛）

２．７ハー３．５

（９．８．６
～１２，７．８）

３．５ト｝５，５

（１２．７，８
～２０．０，７）

５．５以上

（２０．０．７

　　

以上）

不明 計

蓋程警護
７．８

１９．５

１３，Ｏ

６５，４

１７，６

６３，２

３７，８

４．７

１７．９

５．９

１２，６

５，８

５６．６

７．０

３４．５

５．３

４．４（個人）

１．９（個人）

１９．Ｏ

１００，０（５６）

１００，０（４４）

１００，０（１００）

１００，０（１０）

繋『
０，３

３７，８

１９，６

２０．２

３３．１

２６．９

５８，７

１７．Ｉ

３７．２

２０，５

５．Ｏ

１２．６

０，３

１．２

０．２

５．７

２．９

１００，０（４８）

１００．０（５２）

１００．０（１００）

（注）１． 短期的借入とは日歩契約による借入をあらわす， したがって必ずしも１年未満をさすわけでは

　　　　

なし・．

　　

２． 本表には「特別営農資金」を含まず．

　　

３， （個人）とあるをま数字が全額個人による貸付たることをあらわす，

　　

４， 本表は農林省「農家資金動態調査報告」 （昭３５）第９表により作成，
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れることは短期的借入資金の中にある借入期間の長短であろう． この点， 前掲調査報告書は 「短

期的借入資金」 の中に 「短期」 と 「長期」 とに区分している４） （長期は借入期間１年を越えるも

の， 短期は１年未満に返債されるもの）．
５） それによれば北海道の場合， 短期と長期の金額比率が

９２％対８％を， 全府県の場合８２％対１８％を算出され得るのである． これによれば北海道において

は 「短期的借入資金」 の中において短期のものが圧倒的に大きいのであり， しかもそれは府県の

場合より一層著しい． とすれば貸付期間の長短が北海道の高金利に作用していると認めることは

困難である． 更に担保の有無をみよう． けだし無担保においては有担保より純粋利
子に保険料が

附加される故に， 賦課利子も自ら高くなるからである． これについて （担保の有無） 前掲書より

算出すれば，
６）「短期的借入資金」 において北海道の無担保， 有担保比率は６０％対４０％であり，全

府県においては７６％対２４％となる． これによってみれば北海道では無担保はむしろ府県より低い

し， したがって北海道の高金利を担保の有無によって説明づけることも困難となる． したがって

第１０図

　

短期的農家借入金利別金額

　　　　　

第１１図

　

短期的農家借入金利別金額

比率（含特別営農資金）

コ七海道

　

比率

（除特別営農資金）
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（注） 第１０図に同じ，
０

　　

２，７

　

３，

　

タタ
　

　　　

　
２豪
ヮ 猪 声 量

Ｇ１三） 農林省「農家資金動態調査報

　　

告」昭３５， 第９表にもとづき

　　

作成．

北海道の高金利は他から説明されなければならない． そこで考えられることは資金の需供関係と

いうことになる． 殊に （道では農協資金の場合， 既にみた如く借入資金が大きいのであり， それ

が農協の貸付金の主要部分を形成していることは， それだけ運用資金のコストを高めているとみ

てよいのであり， 農協の高金利もここに一原因をみとめることができよう． なおその他にも農協

経営の信用外部門を赤字を， 信用部分の収益の黒字によって埋めようとする動きによるものでは

なかろぅか．
７） そ の他高金利の原因として北信連では次のことを指摘している．

８）貝廿ら， 北海道で

は府県に比べて定期性貯金の占める比率の相対的大なることからくる調達資金のコスト高， ある

いは単作よりくる貸付資金の回転率の低位， あるいは購買事業へ資金を多く必要とし， そのため

ねせ・る部分の多いこと， 営農指導が強く行なわれており， 地域的に経費の割高につくことをあげ

ている． 後二者の如き， 明らかに信用外部門が信用部門に負担をあたえていることを明言したも

－１ＯＧ－



北海道農業の金融的考察（ｎ）

のと言えよう． いずれにしても農協貸付金利は農家金利の負担軽減の点から言って本道のみなら

ず府県を含めて引下げられる必要があろうし， 少くとも本道の場合府県なみに引き下げられる施

策が必要となろうし， 更に以上の如き農協普通貸付も制度金融の中に積極的に編入されることも

必要となろう．
註

　

１），２），４）農林省「農家資金動態調査報告」昭３５度，ｐｐ．４０８一４０９．

　

３）近代産業に対する市中金融機関の貸出利子は３５年１２月５日現在， 日銀再割引適格輸出貿易手形の割引貸付

　　　

の自主金利１．６０銭（年利６．９４分）を最低とし， 当座貸越の自主金利２．５０銭（年利９．１３分）を最高と
し他

　　　

はその間にある（大蔵省「財政金融統計月報Ｎｏ．１１３ｐ．５９参照）． しかし現実には貸出に対して歩積両建

　　　

預金が強制され銀行の自主的協定金利以上の負担を課せられる傾向の蝿醤となっている事実を見逃すわけ

　　　

にはいかないし，実質金利は表面金利のおおむね１０％ないし２０％程度上廻っているといわれる．
（なお，

　　　

この点政治経済研究所編「日本の銀行業」ｐｐ．３９一４０参照）．

　

５）農林省前掲書 ｐ．１３．

　

６）同上 ｐｐ．４０６一４０８．

　

７）この点について全国調査であるが， 農村抽出１０９組合について中金は次の如く報告している．即ち，
「農

　　　

協収支面において， 信用事業に対する依存度は大きく， 信用事業収益は他事業の赤字部門を相当カ
バーし

　　　

ている． したがって赤字部門解消， すなわち各事業の独立採算を確立すれば， 貸付金利をさらに下
げるこ

　　　

とが可能であり， 試算によると１．５％程度の引下げが可能となる．…‐‐他事業部門の赤字解消という点に

　　　

ついて２～３年で解消できるという組合は組合にとどまり，６３組合はとうてい解消できないという回答を

　　　

よせている．」（「農林金融の実情」１９６１，ｐｐ．１４７一１４８）． もって赤字部門が農協の信用部門にのしかか
っ

　　　

ている状況を知れよう．

　　　　

本道の農協の赤字について言えば３６年３月末農協の総合事業の結果としての農協勘定損益尻において組

　　　

合数３１５中， 損失組合５７， 損失金額３．１億円， 損失組合１組合当り５４４万円（全道農協１組合平均払込出資

　　　

金２６６１万円に対比せよ）に達している． かかる事態は最も安易な赤字補填法としズ貸出金利の釣上げによ

　　　

ってある程度損失尻をカバーしようとする可能性を秘していると言えよう．・（数字は北信連「北海道組合

　　　

金融四季報」 Ｎｏ．８

　

ｐ．２７）．

　　

８） 「本道系統金融の特質」 （北海道組合金融四季報Ｎｏ．３収載，ｐｐ．２０一２４）．

　　　　　　　　　　　　　　

７．

　

む

　　

す

　　

び

　

農業金融の硬塞を開き農業ルートに資金を乗せ， 且つ叉その高金利性を打開するために制度資

金の規定は網の目の如くはられている． これらの規定を見る限り， 農業資金の供給は寓全である

かの如くである． しかし法のそうような精密な規定にも拘わらず， 農家借入資金中において制度

資金の比重は小さく， 依然として非制度的高金利資金の比重が大きい． そこに制度金融に対する

資本主義の財政の限界があろう． Ｌかもそのような制度金融をもってしても農家の受信能力の′一・

なる点は依然としてのこるのであり， 農業内で生産された蓄積資金が農業金融機関を通じて他の

近代産業へ流出するを阻止し得ないのである． ここに農業を近代産業と併存しつつ改良せんとす

る改良主義の相対的限界をみる． しかしながら， それにも拘わらず北海道のみを切り離してみれ

ば北海道農業は制度金融の措置においても叉貸出し実額においても 府県に較べ格段の優遇強化を

受けて保護されているのであり， 資金的にも府県農業の蓄積された資金を導入することによって

支えられているのであり， 北海道農業金融機関は府県のそれと異なり， むしろ農業内への資金吸

収機関として活動しているのであり， このことは大きな特徴と言えよう． か＼る事態は本道畑地

帯主畜地帯において特に著しいのであり， これらの地帯の他府県叉は他地帯 （道央米作地帯の如

き （第７図））への資金依存関係は今後ものこるであろう． さて， 本道の農家資金の蓄積の欠乏，

資金需要の増大は本道農家金融の高金利の一因となっているのであるのであり， このこの高金利

の解消こそ農家負担の軽減のための重大な課題であるが， 更に問題は財政資金によって供給叉は

補給された制度資金は勿論， その他の非制度資金なりが， 農業発展の見地から生産面に如何に寄

－１０７－
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与しているかという点である． 北海道農家借入資金が府県に比べて格段に高いひこせよ， 本道農家
一経営体として， これをみれば絶対額そのものの零細性は否定されないし， しかもそのような借
入資金の５５％程度が農業に投じられるのみであり（第２０表），他は生産外借入であり， そしてそれ

は大部分生活関係費であるが， これは生産面からみた場合， 資金の漏洩としてあまりにも多いと

言わなけれまならなし・． かくして農業金融特に農家金融に関する限り， それが生産金融か社会政

策的救済金融かの識別すら困難ならしめるのであり， 事実は両者の併用であり兼用であることは

勿論であるが， ともかく社会政策金融を脱皮し得る農家の経済態勢を整備しない限り， 農業金融

の生産効果の脱漏は半永久的に継続しようし， したがって金融の資本効果も低からざるを得ない

だろう． しかも前記農家借入資金中農業資本形成に参加する５５％も実は大方は運転資金としてで

あり， 設備資金はその残余とするならば （第２０表， 第２１表） 如何に農業発展に参加する資金が小

さくなるかが知られるのであり， それは５万円足らずの金額となってしまうのである． しかもこ

れが全て新規設備の増大を構成するとは限らず， 既設の減耗を補給する分までも含むのであり，
このことを考えれば新規資本装備に参加する借入資金は， ますます少額となろう． とは言え， こ

の事から農業借入資金の役割は不当に低く評価されてはならないだろうし， 農業投資において借

入資金が重大な支柱となっていることも明らかである（第２１表）．しかし問題は何と言っても融資

の資本構成の高度化における意義であり， 寄与である． もとより以上述べた農家融資の零細性な

り， 使途なり， あるいは投資の貧困なりは農家全てに対して貸付資金を平均化した場合において

のみ言えることであり， 事実はこれらの貸付資金はまとまった資金として実際借入の個々の農家

に貸付けられる故に， 借入個々の農家の場合はそれなりに， ある程度の資本装備の発展がみられ

よう． しかしながら， 本道農業総体の， ないしは本道農家総体としての発展の立場から言えば，
その効果も非受融資農家の参加による水増しによって稀釈化され， 先に述べた効果しか持ち得な
いものとなる． ともあれ， 以上の観察によって農家金融の生活と経営一体の前近代産業の前近代

たる所以を痛感せしめられるのであるが， そうであればある程， 農業の発展的立場から融資効果

なり資本効果なり， そして生産効果なりが追求されねを ならぬだろうし， 受融資態勢の基盤強化

がより重大な課題となろう．

　　

（附記）本稿の作成にあたっては北信連旭川支所並びに札幌本所， 農林漁業金融公庫札幌支所， 北海道農政課

　　

金融係にそれぞれ資料の閲覧並びに寄贈の厚配を賜った．衷心より感謝の意を表する．－３８．３．３１－
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